
 

 

 

宮前区の取組みについて 

資料 8



 
第２回自治推進委員会資料 

宮前区における区民会議等の取組状況について 

 

１ 区民会議 

 (1) 区民会議 

宮前区区民会議では、「地域防災」「高齢者福祉」「子育て支援」「地域のコミュニティ、まちの

将来像」の４つの課題について審議し、そのうち「高齢者福祉」及び「子育て支援」については、

17 項目におよぶ具体的な解決策が区長へ報告（提案）された。 

 

 (2) 区民会議フォーラム 

   区民会議のしくみを広く区民に周知するとともに、区民会議からの報告（提案）とそれに対す

る区の取組の方向性等（課題解決に向けた担い手、現状の取組などを含む）について説明し、区

民との意見交換を行う区民会議フォーラムを開催した。（参加者 約 80 人） 

 

２ 交通不便地域の解消 

野川南台地区におけるコミュニティ交通の導入に向けた取組 

・テ ス ト 走 行：平成 18 年 8 月 21、23、25 日 3 日間 （延べ 63 人） 

・試 行 運 行：平成 18 年 11 月 6 日～12 月 1 日 （延べ 863 人） 

・アンケート調査：平成 18 年 12 月 25 日～平成 19 年 1 月 4 日 （約 651 件） 

 

３ 地域ポータルサイト「みやまえぽーたろう」の開設 

官民一体の情報発信サイト（平成 18 年７月開設）として、子育て情報、公園情報、バスの旅、

市民活動情報、サークル情報、商店主紹介、坂道紹介、報道情報、グルメ、防犯情報など、宮前区

の魅力の発信している。 

そのほか、市民活動団体などの交流の場の開設（平成 19 年 5 月）を予定している。 

 

４ 団塊・シニア世代の地域活動への支援 

 (1) 講演会 

   「地域デビュー 妻のいざない夫のチャレンジ」  

～ 地域で生きていくために、今すべきこと ～ 

宮前区におけるシニア世代支援事業の本格スタートを宣言する目的で、キックオフ事業とし

て、講演会を開催した。（参加者 約 130 人） 

 

(2) シニアライフ相談窓口「よろずシニア本舗・みやまえ」 

団塊世代を含めたシニア世代を対象に、地域活動のノウハウや人生設計をアドバイスするシ

ニア相談窓口「よろずやシニア本舗・みやまえ」を開設した。 

   ・実施日   毎週木曜日  午前９時～正午 

   ・実施場所  区役所１階 相談ブース 

 

５ 広報・広聴の拡充 

(1) 区長のページ開設（平成17年 4月） 

区長のページ「こんにちは 宮前区長です」を開設し、区長自らの区民へのメッセージや区長

が出席、参加したイベント、市民活動等について、区長の目を通して、活動の目的や内容を写

真や感想を交えて紹介している。 
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(2) 宮前区インターネット広聴の開設（平成17年 6月） 

区民からの意見や要望等を把握し、区政運営に反映するため、区長のインターネット広聴を行

っている。 

 

(3) 携帯サイト・QRコード（平成17年 8月） 

情報伝達に有効な手段である携帯電話を活用するため、「宮前携帯サイト」を開設した。また、

ＱＲコードを活用して携帯サイトへリンクし、アクセス数の増加を図っている。 

 

(4) 区役所の施策情報の発信（平成17年 9月） 

区ホームページに新総合計画（区別計画）の進捗状況や市政だよりの詳細な情報（ＷＥＢみや

まえ）を掲載している。 

 

(5) 区役所２階ロビーのモニターを活用した広報（平成19年度） 

区役所ロビーのモニターを活用し、区の魅力をはじめ、イベント情報や市民活動団体等の活動

記録など映像を用いた形で情報発信する予定である。 

 

６ 安全・安心なまちづくり 

(1) 宮前区安全・安心まちづくり推進協議会、宮前区子ども安全・安心協議会の設立 

(平成18年 3月) 

子ども安全・安心協議会は、市内では宮前区独自の協議会であり、さらに、区内 17 小学校で

「小学校区子ども安全・安心協議会」が設立されている。 

また、平成 19 年４月より、毎月１日と 10 日を「宮前区子ども安全の日」として制定した。 

 

(2) 地域におけるトンネル等の環境改善（平成18年 9月～） 

18 年 9 月の梶ヶ谷での事件を受け、宮前区安全・安心まちづくり推進協議会で緊急会議を開

催し、トンネル点検等、自分たちの身近な地域の環境改善に取り組んでいる。 

 

７ その他 

(1) 川崎フロンターレとの連携 

宮前区から等々力陸上競技場への直行便バス運行（平成 18 年 11 月）を実施した。 

今季は、6 回実施予定で、来季以降はホームゲーム全試合（約 20 試合）の実施を予定してい

る。 

 

(2) カッパーク鷺沼オープニングイベント（平成18年 6月） 

鷺沼プール跡地に新しくできた「カッパーク鷺沼」のオープン記念として実施した。目的は、

区民、企業、行政等が一体となり、新たな宮前区のシンボルゾーンとして「カッパーク鷺沼」

を発信していき、活力あるまちづくりをめざす。また、商店街の協力で、イベント当日に特典

サービスを実施した。今後も様々な人たちの「交流」をコンセプトに実施を予定している。（19

年度は 8 月実予定） 

愛称：カッパーク鷺沼、イメージキャラクター：カッちゃんは、公募で決定した。 



高齢者福祉(8提案) 子育て支援(9提案)

宮前区区民会議からの具体的な課題解決策

• 今回の報告を受け、宮前区役所では個別の提案の具体化に向けた検討を行います
• 提案された解決策の実現にあたっては、区民・行政など様々な主体が協働しながら取り組みます
• 提案された解決策の実施状況については、適宜宮前区区民会議に報告します
• 具体的に実施を始めた取組は、宮前区区民会議において適宜評価を行い、取組内容の改善を図ります

今後の取組

課題解決に取り組む主な背景
　急速に高齢化が進む宮前区の地域特性から、地域で高齢者を見守ることや、
　高齢者の健康の維持・増進を図る必要性があること

　子育て世代が多い、転出入が多いなどの宮前区の地域特性から、子育て情報
　の発信や親子の居場所づくりを進める必要性があること

など

　宮前区では、平成19年1月19日に、区民会議から高齢者福祉と子育て支援の課題に対す
る解決策の提案があり、最初の報告書が宮前区長に提出されました。
　また、平成19年3月7日には、未審議となっていた高齢者福祉に関する課題について解決
策がまとまり、区民会議から報告書の第2弾が宮前区長に提出されました。

ご近所サークルの形成

高齢者の学校給食体験

団塊世代による高齢者福祉の
サポート

地域ぐるみの散歩活動など

地域ので出前講座の実施

市営住宅などでのひとり暮ら
し高齢者の見守り

地域で高齢者を見守る会議

成年後見制度の普及・啓発

地域に向けた子育て情報発信

赤ちゃん広場の拡充

子育て支援ｾﾝﾀｰの拡充

健診時の情報収集・発信

公立保育園の園庭開放での積
極的な声かけ

公立保育園園庭開放の拡充

地域での公園管理の促進

子育て関連支援組織による協
議会の立ち上げ

地域での出前講座の実施
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第 1 期宮前区区民会議報告 

2007 年 3 月 

宮前区区民会議 

(平成 18 年度総括版) 
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総括版について 

宮前区区民会議では、平成 19 年 1 月 19 日と平成 19 年 3 月 7 日に、これまで議

論してきた課題解決策を取りまとめた上で、それぞれ宮前区長に報告しました。 

報告が 2 回に分けて行われたことから、報告書は「その 1」「その 2」となってお

り、報告内容の全体像をより分かりやすくするため、2 つの報告書を 1 つにまとめ

た総括版を作成しました。 

なお、総括版では、「その 2」で報告した子育て支援に関する補足意見を提案内容

の中に盛り込んであります。また、資料編については割愛してあります。 
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Ⅰ 宮前区区民会議からの提案 

宮前区区民会議では、高齢者福祉、子どもの各部会における課題解決に向けた審議を

踏まえ、それぞれの課題について、以下のとおり具体的な解決策を提案する。 

 

１ 高齢者福祉に関する具体的な解決策 

高齢者福祉については、地域の高齢化が急速に進む現状を踏まえ、終の住処として

いきいきと住み続けられる宮前区を意識し、目指すべき方向性として以下の 3 つを

設定した。 

○ できるだけ要支援・要介護にならない 
○ 要支援・要介護になっても住み続けられる 
○ 要支援・要介護になってもそれ以上悪くならない 

これらの方向性に基づいて検討と議論を重ねたところ、焦点として浮かび上がった

のは、地域で高齢者を見守り、高齢者が地域と積極的に関わっていくための方法や、

高齢者自身が健康を維持・増進する方法とは何かであった。 

こうした議論を通じて、孤独死や生活機能の低下を防ぐだけでなく、生活を活性化

させるきっかけづくりを行い、老後も社会参加や趣味の活動等に積極的に参加し、

元気で生きがいを持ちながら、住み続けられるための提案を報告書（その１）とし

て取りまとめた。 

また、主に高齢者福祉の担い手をどう確保するかという観点からも議論を行い、こ

れから大量退職を迎える団塊の世代の方々に活躍してもらうことや、老後も安心し

て生活が送れるようにするための成年後見制度、さらには、高齢化が著しい公営住

宅での見守りの必要性などについて、報告書（その２）として提案を取りまとめた。 

 

●提案１：ご近所サークルの形成 

顔の見える地域コミュニティの再構築のために、「ご近所サークル」の形成を提唱、

積極的に展開し、脱閉じこもり、近隣の支え合い、災害弱者対策などにつなげる。 

具体的には、2007 年度中にできそうな地域から行うこととし、歩いて 5、6 分程

度のご近所で、協力を得られる家庭や施設を選び、メンバーに高齢者を含むように

する。 

実施にあたっては、地域の実情に合わせて、2 ヶ月に 1 回、5、6 人規模、茶飲み

話程度の情報交換など、気楽な形ではじめ、負担感のないようにし、人間関係の構

築を重視する。また、現在区内 5 ヶ所で行われている「すこやか活動」を基盤に、

地域のネットワークを広げていくことも視野に入れる。 

 

●提案２：地域ぐるみの散歩活動などの実施 

体を動かすことによる健康増進、介護予防の活動として、地域ぐるみの散歩活動

や体操などを実施する。 

散歩などの場合、例えば、既存の宮前区ガイドマップ等を活用し、ただ歩くので

はなく、自然観察や歴史文化観察など、参加者の興味や関心を惹くようなテーマを

設定して継続した参加への動機付けに工夫を凝らす。 
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また、高齢者に限らず、男性の地域デビューの場、まちの資源の再発見などの場

としても活用を図る。同時に、防犯、自然観察など様々なテーマのマップづくりの

ワークショップも併せて開催し、地域コミュニティを再発見し、考えられる場を目

指す。 

●提案３：出前講座の実施  

老後のライフスタイルの充実、担い手の育成などを目的に、地域レベルで身近な

施設において「出前講座」を開催する。 

具体的には、週末や平日夜間に開催し、現役世代も参加しやすいようにし、講師

などには専門家だけでなく、地域や区内の人材の活用を視野に入れ、介護講習、老

後の暮らし、財産管理などから運動や趣味の講座まで多様な講座の展開を目指す。 

 

●提案４：高齢者の学校給食体験の実施 

高齢者の栄養改善や、子ども達と高齢者のふれあい（世代間交流）を目指し、地

域の高齢者の学校給食体験を実施する。 

具体的には、週 1 回の開催で、3 ヶ月程度の継続を 1 つの目安とし、栄養改善の

効果が実感できるようにする。また、両者の食事のスピードを考慮し、代表児童と

高齢者がゆとりある時間設定の中で、話しながら食事がとれるようにする。 

交流については、学校給食体験のお礼として、高齢者が昔の遊びを教えるなど、

双方向の形でより深まるよう工夫する。 

 

●提案５：地域で高齢者を見守る会議の設置 

地域の高齢者の情報把握や見守りのために、自主活動グループ、町内会・自治会、

地区社会福祉協議会、民生・児童委員、商店、見守り対象者の家族、警察などが情

報や意見の交換、実際の見守り活動を連携して行う会議を組織する。 

具体的には、地域包括支援センターを核とし、2007 年度を準備期間、2008 年度か

らモデル実施を行う。 

 

●提案６：団塊の世代による高齢者福祉のサポート 

老人いこいの家などを拠点に地域活動サポートセンターを設置し、団塊の世代を

含む高齢者に向けての情報発信、担い手の育成を展開する。 

地域活動サポートセンターの展開にあたっては、地域の実情に合わせながら、地

域のおやじの会、趣味のサークル、老人会などと連携を図り、誰にもわかりやすい

情報拠点・窓口を目指すものとし、実現可能性の高い地域から実施する。 

また、運営の担い手には、団塊の世代を積極的に登用する。 

 

●提案７：成年後見制度の普及・啓発 

ひとり暮らし高齢者や、認知症高齢者の増加が今後予想される中、判断能力等の

不十分な方を支援する制度である成年後見について、より多くの区民に知ってもら

い、利用してもらえるよう、例えば、地域での出前講座（提案３）の中のテーマ、

講義の内容の一つとして取り上げるなどして、普及・啓発を図る 
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また、市民成年後見人やボランティアによる被後見人への支援などについての先

進事例について、情報収集、研究を行う。 

 

●提案８：市営住宅などにおけるひとり暮らし高齢者の見守り 

市営住宅の空き部屋を利用して、高齢者を見守るための拠点とする。 

マンションの管理人室に管理人が住むように、高齢者の見守り役を担うことを条

件とすることで、所得制限等に関わらず入居できるような制度を創設し、見守りの

人材を確保する。 

 

２ 子育て支援に関する具体的な解決策 

子育て支援については、子どもの「年代」という側面から見ると、大きく分けて、

乳幼児年代、小・中学校の義務教育期間の年代、中学卒業以降成人するまでの年代

の 3 つの年代があり、育児や教育、健全育成など、それぞれの年代に応じた様々な

施策が展開されている。 

こうした中で、課題解決の検討にあたっては、全国的な少子化の傾向が問題視され

ていること、宮前区が市内でも人口に占める乳幼児世代の割合が最も高いことから、

子ども年代の中でも、最優先で取り組むべき対象として、0歳児から未就学児の親子

に焦点をあて議論を行った。 

そして、目指すべき方向性として、 

○ 「親は家庭においてしっかり子育てをする」 
○ 「家庭における子育てを地域でサポートしていく」 

の 2 点を柱として、現状の分析、解決すべき課題の抽出を行ったうえで、以下の具

体的な提案を取りまとめた。 

 

●提案１：健診時における情報の収集・発信 

子育てに関して真に必要とされている支援の内容、ニーズを把握するため、ほと

んどの子ども（90％以上）が受診する健康診断の機会を捉えて、子育てに関する情

報の収集・発信を行う。特に転入者などに対して、保育士など地域の子育て支援に

携わっている人から声かけなどの情報提供を意識的に行う。 

その他、健康診断に合わせて育児相談コーナーの設置や、アンケートなどによる

ニーズ調査を実施する。 

 

●提案２：町内会組織等を利用した効果的で効率的な地域子育て情報の発信 

町内会・自治会の協力を得て、子育てグループなどが発行している子育て関連の

情報紙を地域で回覧してもらうなど、高齢者問題に関心がゆきがちだった民生・児

童委員や町内会・自治会関係者をはじめ、地域の様々な人達に子育てを身近に感じ

てもらう。 

その中では、子育てに関する相談先について、重点的に紹介し、気楽に相談でき

る環境づくりとその宣伝に努める。 

なお、高齢者を含めて多くの人の興味を引き、目立つような作りにするため、情
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報発信の際は、「子育て」の文字を大きく入れるなど、一目で引き付ける、わかりや

すいチラシの作成などを心がける。また、地域の掲示板も活用する。 

 

●提案３：公立保育園の園庭開放などにおける積極的な声かけの実施 

育児不安の解消の一助とするため、公立保育園の園庭開放や健康診断時に、保育士・

看護師・栄養士などから、立ち話程度の中でもアドバイスを行う。また、相談を受け付

けるだけでなく、積極的に声をかけることで、相談をためらっている親の悩みを取り上

げるとともに、施設や場に親近感を感じてもらえるように努める。 

 

●提案４：赤ちゃん広場の拡充                     

子育てをしている母親同士が接する場として、「赤ちゃん広場」を重視し、その

拡充を図る。 

現状「赤ちゃん広場」はこども文化センターなどを活用しているが、気軽に行け

る場として区内を網羅できていないので、商店街空き店舗や町内会館、わくわくプ

ラザの午前利用など新たな場の開拓を行うとともに、運営の担い手の育成も目指す。 

また、担い手としては、現在のボランティアグループだけでなく、例えば民生・

児童委員など様々な主体により取り組んでいく。 

 

●提案５：子育て支援センターの拡充 

開設が平日に限られ、また対象も未就園児に限られている子育て支援センター

について、開設日・時間及び対象年齢層の拡充を図る。特に父親の参加を意識した

土日の開設、施設開放を進める。 

 

●提案６：公立保育園園庭開放の拡充 

身近な子育て関連施設である公立保育園での園庭を開放する時間帯や曜日を増

やし、子育て中の親子の居場所づくりに努めるとともに、雨天でも集まれる室内開

放などの充実を図る。 

 

●提案７：地域による公園管理の促進 

地域で誰もが自由に使えるオープンスペースとしての公園について、その運営や

維持管理に、子育て世代が関わる機会を増やすことで、子育てしやすい公園づくり

を進める。 

宮前区の特徴である多摩丘陵の自然を活かしながら、防犯の問題などにも留意

しつつ、公園を育児・遊び・教育・健全育成の場として安心して交流できる場とし

てゆく。 

公園には子育て世代から高齢者まで多様なニーズがあるが、公園緑地管理運営協

議会はこのようなニーズに折り合いを付けていく場とし、まずは、公園で集まって

いる母親達のグループの代表が公園緑地管理運営協議会に参加していく。 
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●提案８：子育て関連支援組織による協議会（ﾈｯﾄﾜｰｸ）の立上げと運営 

地域全体で子育てをサポートするしくみとして、子育てグループ、民生・児童委

員、町内会・自治会、社会福祉協議会、地域教育会議などの関係団体の連携がスム

ーズに図れるようにするため、実際に地域で活動している人、子育てしている人が

関われる形の協議会（ネットワーク）を立ち上げる。 

協議会では、例えば、安全・安心マップづくりなどワークショップを通じた体験・人

脈づくりに取り組むほか、既存の施設利用のルールの見直しや、町内会館や小学校施設、

民間施設などこれまで子育てであまり利用されていなかった施設の有効活用などの検

討を行う場とする。 

この協議会が、これから様々な課題解決に取り組んでいくにあたっての要になると考

えられることから、立上げには、既存の団体を活かしてうまく連携させるとともに、子

育て支援に関する専門家から、これまで子育て支援にあまり関わりのなかった人までも

取り込んでいく。 

また、この協議会では、あらゆる子育て情報を集約するほか、課題やテーマの抽出、

解決策の方法論や知恵を出し合う場としていく。なお、個別課題やテーマの議論は、協

議会を構成する各団体で掘り下げて行う。 

 

●提案９：地域などへの出前講座の実施 

区役所など決められた場所に子育て世代を集めるだけでなく、子育て世代が集

まっている場に出向き、積極的な子育て情報の発信や子育てをサポートする人材の

発掘や育成を行う。特に、父親の育児参加、母親の育児力アップなどを目指す。 
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Ⅱ これまでの審議内容 

高齢者福祉、子育て支援の課題については、それぞれ専門部会を設置し、部会ごとに

目指すべき方向性を設定したのち、課題の把握及び解決すべき最優先課題を設定したう

えで、課題解決に向けた審議を行った。 

 

１ 高齢者福祉部会における審議 

高齢社福祉部会では、「できるだけ要支援・要介護にならない」「要支援・要介護に

なっても住み続けられる」「要支援・要介護になってもそれ以上悪くならない」といっ

た目指すべき方向性を踏まえ、課題に対する現状について審議した。 
 

(1) 高齢者をめぐる現状 

ア 時代背景･･･超高齢化社会の到来 

◇ 2025 年にピークを迎える高齢者人口 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、現在の日本の世代別人口層

の中で、最も大きな層である第 1次ベビーブーム世代が、2015 年には高齢期（65

歳以上）に到達する。さらに 10年後の 2025 年には高齢者人口がピークを迎え、

約 3,500 万人にも達する。 

また、「高齢社会白書 2005 年度版」によれば、日本の総人口に占める高齢

者の割合はその後も増え続け、2040 年には 3人に 1 人が高齢者という超高齢化

社会が到来する。 

 

【高齢者人口の推移と予測】 
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出典：2000 年までは総務省統計局「国勢調査」2005 年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 
（2002 年 1 月推計）」 
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消化器系の
疾患
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悪性新生物
28.9%

心疾患（高血
圧性を除く）

16.4%
脳血管疾患

14.9%

その他
25.6%

◇ 認知症高齢者の増加 

高齢化が進む中、認知症高齢者の増加も懸念されている。厚生労働省の試算

によると、2004 年末に約 150 万人と見込まれる認知症で介護や支援を必要とす

る高齢者の数が、今後は急激に増加し、2015 年には 100 万人増の約 250 万人に

達する。さらに 2030 年には約 350 万人に達し、高齢者人口の 1割に達する。 

 

◇ 高齢者の一人暮らし世帯の増加 

2005 年 12 月 2 日の朝日新聞によれば、2015 年には高齢者の一人暮らし世帯

が全国で約 566 万世帯に達し、女性高齢者の 5 人に 1 人が「ひとり」になると

されている。 

 

◇ 「高齢者多死時代」の到来 

高齢者の増加は、年間の死亡者数の増加にもつながり、年間 2015 年には約

140 万人、2025 年に約 160 万人に達するとされている。 

 

◇ 都市部で進む急速な高齢化 

第 1 次ベビーブーム世代は、老後の終の住処を都市部に選ぶ割合が高いとい

われており、高齢化は今後特に都市部で急速に進行すると予想されている。 

 

イ 時代背景･･･重要度を増す介護予防 

◇ 生活習慣病予防から生活機能低下予防へ 

2015 年には 4 人に 1 人以上が高齢者という超高齢化社会を迎えるにあたり、

高齢者の労働や社会参加、介護予防の重要度は今後一層増してくる。 

これまでの高齢者に対する保健医療や福祉は悪性新生物、心疾患など、死の

原因につながる生活習慣予防が中心であったが、今後は高齢者が元気で活躍で

きるように、脳血管疾患、衰弱、認知症など、要介護状態の原因につながる生

活機能低下の予防強化が必要となる。 

 

【65 歳以上の死亡原因】 

 

 

  

 

 

 

 

 

出典：2001 年人口動態推計 
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【65 歳以上の要介護の原因】 

 

 

 

 

  

 

 

 

出典:2001 年国民生活基礎調査 

 

◇ 軽度要介護者の原因となる廃用症候群（生活不活発病）の予防 

高齢化とともに、軽度の要介護度認定者が今後増加するといわれているが、

軽度の要介護者が、介護が必要となった原因を見てみると、「下肢機能の低下」

「栄養状態の悪化」「閉じこもり」などが原因となって徐々に生活機能が低下

していく「廃用症候群（生活不活発病）」が主な原因の 1つとなっている。 

これまでの介護予防では、重度要介護者が、介護が必要となった原因に多い

脳血管疾患の予防やリハビリテーションを主に展開してきたが、今後はそうし

た廃用症候群に対しても予防を早急に講じていく必要がある。 

 

【要介護度別介護が必要となった原因割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」（2001 年）から厚生労働省老健局老人保健課において 

特別集計（調査対象者：4,534 人） 

 

 

 

 

 

廃用症候群 
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ウ 宮前区における特徴 

◇ 宮前区でも急速に進む高齢化 

宮前区の平均年齢は 2006 年 10 月 1 日現在で 39.5 歳である。2002 年時点で

の平均年齢は 37.3 歳で、市内 7 区中最も若い区であったが、その後は高齢化

が急速に進んでいる。 

宮前区の高齢化率は 9.1％（2000 年 6月末現在）から 12.9％（2006 年 3月末

現在）にまで急激に増加している。全市平均である 14.9％よりは依然低い数値

であるが、この間、伸び率は市内 7 区の中でも最高である。 

 

【各区の高齢化率の推移と高齢化率の伸び率(2000 年～2006 年)】 

宮前区 142%

川崎区 116%

幸 区 116%

中原区 111%

高津区 120%

多摩区 128%

麻生区 125%

全 市 122%

 

出典:総合企画局統計情報課 川崎市年齢別人口より作成 

 

◇ 前期高齢者（65～74 歳）が多い 

宮前区の年齢別人口を見ると高齢者の中でも前期高齢者と呼ばれる 65 歳か

ら 74 歳の世代の人口が増えてきている。 

 

◇ 軽度要介護者が多い 

宮前区の要介護認定者の要介護度別の内訳を見ると、「要支援」「要介護度１」

などの軽度者が全認定者の約半数を占めている。 

 

【宮前区の要介護等認定者数の状況・介護認定審査会の審査結果】 

2003 年度実績 要支援 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 総数 

要介護等 

認定者数（人） 456 931 472 333 283 318 2,793

介護認定審査会

認定件数（件） 740 1,416 568 552 457 490 4,223

出典：健康福祉局介護保険課資料 

◇ 公営住宅のある地域の高齢化率が高い 

宮前区の高齢化率を更に地域別（町丁別）に見ると、地域によって高齢化率

に大きく差があることがわかる。また、全体的に北部に高齢化率が高い地域が

多い。全市の平均である 14.9％を大きく上回り、20％以上の高齢化率の地域も

いくつか存在しており、最も高い地域は五所塚地域で、1 丁目で 31.2％、2 丁

全市

川崎区

幸区
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高津区
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多摩区

麻生区
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目で 28.8％もの高齢化率となっている。 

また、古くからの公営住宅がある地域では、住民の年齢層に多様性がないた

めに、一斉に高齢化する傾向があり、地域全体が急激に高齢化する現象が見ら

れる。 

 

(2) 解決すべき課題 

高齢者福祉部会では、宮前区における高齢者福祉をめぐる現状について検討した

結果、解決すべき課題として、以下の 3つの課題を取り上げた。 

ただし、課題として示した「往診医が少ない」と「ひとり暮らし高齢者の増加の

抑制」については、区民会議としては議論が困難な課題であるとして、具体的な課

題解決策の提案は行わずに課題の整理を行った。 

 

課題 1：地域による高齢者の見守り 

 地域の高齢者情報の把握 

高齢化が進み、高齢者のみの世帯や高齢者の一人暮らしの世帯が区内のどこの

地域でも増えてきているが、個人情報保護等の問題もあり、地域に住んでいる高

齢者の情報の把握が以前よりも難しくなってきている。 

各地域では民生・児童委員が地道な活動を続けているが、その限界も見えてき

ており、孤独死や認知症高齢者による近隣トラブル、高齢者を標的とした悪徳商

法被害などの発生が後を絶たない。 

地域で高齢者に対して的確な支援を行っていくための前提として、地域の高齢

者情報の把握が必要である。 

 

 高齢者や介護などに対する意識改革 

宮前区は市内 7 区の中でも最も平均年齢が若く、若い現役世代が多い区である

が、それらの世代が高齢者福祉に関わることが、まだまだ少ないのが現状である。 

また、高齢化とともに増加傾向にある認知症については、まだ一般的に誤解や

認識不足が多く、そのことが認知症高齢者の地域での生活を困難にするなど、ト

ラブル発生の一因となっている。 

若い世代をはじめとして、これまであまり高齢者福祉に関わってこなかった人

達に、自分の将来の姿として高齢者を意識してもらい、地域の高齢者福祉や介護

の理解者や担い手になってもらうため、世代間交流の場や参加しやすい福祉活動

の場の提供、講座の開催等が必要である。 

 

 地域における福祉の場の確保 

地域の中でコミュニティのつながりが薄れ、お互いに顔の見えない関係になっ

てしまっていることが、高齢者の情報把握や見守りをより難しくしている一因と

なっている。 

特定の人に負担をかけずに、地域全体で高齢者を見守っていくには、高齢者の

家族や親族をはじめ、専門家やボランティア、近隣住民など様々な立場の人達が

お互いの情報や課題を持ち寄り、話し合い、解決を図っていく場が必要である。 
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今一度、地域でお互いの顔が見える関係を再構築し、助け合うための「ご近所

サークルの形成」など、地域における福祉の場の確保への積極的な働きかけが求

められている。 

 

課題２：高齢者の健康の維持・増進 

 日常機能の強化による介護予防 

高齢者福祉部会で設定した目指すべき方向性の「できるだけ要支援・要介護に

ならない」を現実のものとし、介護予防の効果をあげるには、生活機能低下の防

止が欠かせないが、そのためには日常生活の中で普段から体を動かしていくこと

が重要である。ウォーキングなど、高齢者も参加しやすい運動や文化活動を地域

レベルで積極的に展開し、高齢者に参加を呼びかけていくことが必要である。 

 

 栄養状態の改善による介護予防 

栄養状態の悪化も生活機能低下の要因の 1つとなっている。しかし一人暮らし

や高齢者のみの世帯が増える中、低栄養な高齢者が増えていると考えられる。 

地域の高齢者に栄養の大切さを認識してもらうために、改善のための栄養講座

の開催や、高栄養の食事や調理を体験する機会を増やしていくことが必要である。 

 

 閉じこもりの防止 

自宅に閉じこもり、近隣住民との接触を避けながらひっそりと生活する高齢者

も増えてきている。しかし、このような生活は運動不足による生活機能の低下や、

生きがいの喪失、孤独死の発生などにつながりがちである。 

高齢者の閉じこもりを防止し、閉じこもりがちの人を地域の場に出すためには、地

域の側から積極的に声をかけ、関わっていき、信頼に基づいた人間関係を構築してい

くことが求められている。 
 

 往診医が少ない 

健康面において安心な生活を送るためには、かかりつけ医を持つことなどが必

要であるが、宮前区は、坂が多く高齢者が医療機関に通うのが大変であるにもか

かわらず、往診を行ってくれる医者が少ない。 

<課題整理の考え方> 

往診医については、区民会議として議論を行ったとしても、結論としては、病

院あるいは医師会などに対する要望にとどまってしまうことが明らかであり、区

民が主体となるような解決策を導き出せないことから、課題解決策の提案は行わ

ないこととした。 

 

課題３：ひとり暮らし高齢者の増加の抑制 

2003 年 10 月推計の「日本の世帯数の将来推計（国立社会保障・人口問題研究

所）」によれば、高齢世帯は、2015 年には全国で約 1,700 万世帯に増加し、その

うちひとり暮らし世帯は約 570 万世帯（約 33％）に達するとされている。 

高齢者のひとり暮らしは、何か異変があった場合でも誰も気付かないことが多く、
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最悪の場合には孤独死に至ってしまうケースもある。 
そうならないようにするため、多世代にわたって同居できるような仕組みをつくる

必要がある。 
<課題整理の考え方> 

核家族化が進む中、高齢者のひとり暮らしを抑制するには、市民のライフスタ

イルなどを変える必要があると考えられる。しかしながら、こうしたことに対し

て、区民会議として有効な解決策を示せないことは明らかであることから、むし

ろ、高齢者のひとり暮らしは抑制するのではなく、受け入れるべき前提であると

して整理した。 

また、公営住宅の所得制限が、核家族化を進めているという議論もあったが、

現実には公営住宅の制度を改正する必要があることや、そもそも公営住宅の本質

上、所得制限は必要であることなどから、ひとり暮らし高齢者を抑制する手法と

しては、課題解決策を提案しないこととした。 

しかしながら、公営住宅においては高齢化の進行が著しく、見守り自体は必要

であることから、そのための拠点として空き部屋を有効活用する提案を行った

（提案８）。 

 
２ 子ども部会における審議 

子ども部会では、「親は家庭においてしっかり子育てをする」「家庭における子育て

を地域でサポートしていく」といった目指すべき方向性を踏まえ、課題に対する現状

について審議した。 

 

(1) 子どもをめぐる現状 

ア 時代背景 

◇ 世帯人数の減少 

全国的に 1970 年代以降、平均世帯人員が減少し、単独世帯の割合が増加す

るとともに、子どものいる家庭の割合が減少するなど世帯の少人数化が進んで

いる。 

総務省の調査によると、1970 年には全世帯の 70％あった子供のいる家庭の

割合が 2000 年には 44％にまで減少している。 

 

【平均世帯人員、子どものいる家庭・単独世帯等割合】 

 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 

平均世帯人員 3.36 人 2.76 人 2.52 人 2.30 人

子どものいる家庭 70％ 58％ 46％ 44％

単独世帯等 18％ 32％ 36％ 39％
出典:総務省構成調査『夢と未来プラン』 

 

◇ 出生数の減少 

全国的に 1973 年以降、出生数の減少傾向が続いている。その年の子どもの

生み方を示す数値である合計特殊出生率も、1971 年には 2.16 だったものが、

2004 年には 1.29 と約 4割も減少した。長期的に人口を維持するには 2.07 の合
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計特殊出生率が必要といわれており、少子化による総人口の減少、高齢化は免

れない状況である。 

市における合計特殊出生率を見ると、2004 年には 1.24 と全国平均を下回っ

ているが、宮前区を見ると、1.32 と全国平均を上回っている。 

 

【合計特殊出生率の推移（全国・川崎市・宮前区）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:川崎市健康福祉年報(2005 年)、厚生労働省「人口動態推計」(2005 年) 

 

◇ 子育てに関する不満やストレスの増大 

2004 年の「川崎市次世代育成支援行動計画策定ニーズアンケート」によると、

「子育ての生活に満足」という項目に「はい」と答えた回答者の割合は 65.2％

だったが、「いいえ」と答えた割合が 16.6％にものぼった。（「どちらともいえ

ない」が 17%） 

また、子育てについて「嫌気や世話をしたくない時がある」という項目に対

し、48％もの回答者が「はい」と回答しており、子育て中の親の半数近くが、

子育てに不満やストレスを抱えていることがわかる。 

 

◇ 虐待相談件数の増加 

市の児童相談所における虐待相談の受付件数が近年急激な増加傾向にある。

1996 年度には年 124 件だった件数が、2005 年度には年 465 件と 3.5 倍以上に

も増加した。 

宮前区における虐待相談の受付件数は、2005 年度で 68 件となっており、川

崎区、高津区、多摩区に次ぐ市内 4 番目である。しかし、区の相談受付件数の

内、児童が関わる件数の占める割合は麻生区に次いで少ない。 

なお、この数値は、あくまでも相談件数であり、実際に虐待件数が増加して

いるかどうかを示す数値ではない。 

 

【川崎市における虐待の内容・種類】 

 身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 合計 

1996 年 27 件(21%) 83 件(67%) 4 件(3%)   10 件( 8%) 124 件

2005 年  181 件（39%）  163 件（35%） 12 件(3%)  109 件（23%） 465 件

合計特殊出生率の低下

1.36

1.33
1.32

1.29

1.25

1.29 1.29
1.27

1.23 1.24

1.33 1.33 1.33

1.27

1.32

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

全国

川崎市

宮前区
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出典：川崎市中央児童相談所統計 

 

イ 宮前区における特徴 

◇ 子どもの人数・割合とも市内で最も多い 

各区の年齢別人口を見ると、宮前区は市内 7 区のうち、子ども（18 歳未満）

及び乳幼児（0～5 歳）の数、割合とも市内で最も多い区である。 

 

【各区の子ども数及び乳幼児数とその割合】 

 比率 子ども数 乳幼児数 乳幼児率 

宮前区 18.3% 38,001 13,180 6.4%

川崎区 14.3% 29,867 10,484 5.0%

幸 区 14.8% 21,442 8,007 5.5%

中原区 15.0% 31,319 12,313 5.9%

高津区 16.1% 32,328 12,360 6.2%

多摩区 15.7% 31,093 10,876 5.5%

麻生区 16.7% 25,734 8,521 5.5%

全 市 15.9% 209,784 75,741 5.7%

出典:総合企画局統計情報課 川崎市年齢別人口（2006 年 3月 31日現在）より作成 

 

宮前区内の乳幼児率を更に地域別（町丁別）に見ると、乳幼児率が 8％以上

という高い比率を持つ地域がいくつか見られる。特に水沢 2 丁目地区と潮見台

地区ではそれぞれ、11.2％、10.7％と二桁以上の乳幼児率である。いずれの地

区も 2003 年から 2004 年にかけて人口増加率が 9.5％以上あった地区である。 

 

◇ 就学前児童の母親の専業主婦率が市内で最も高い 

2004 年の「川崎市次世代育成支援行動計画策定ニーズアンケート」によると、

宮前区の就学前児童の母親の 65.3%が専業主婦であり、これは市内の区で最も

高い割合である。 

ウ その他部会で指摘された現状 

◇ 孤立しやすい転入者の母親 

宮前区では、世帯の少人数化、高齢化などの現況に加え、比較的居住年数が

短く、転入・転出世帯が多いことが、子育ての仲間や相談先をうまく確保でき

にくい環境につながっていると考えられ、この状況が、母親の孤立化やストレ

スの一因となっていることが指摘された。 

2000 年度の国勢調査を見ると、宮前区では、居住年数 5年未満の世帯が 42％

と全市の 39.9％と比べても高い割合となっており、居住年数 20 年未満の世帯

は 31.6％（全市 30.4％）あり、比較的新しく転入してきた住民の多い区とい

える。 

 

◇ 施設配置の偏り 

宮前区は、地形の起伏が激しく、子育てに関連する施設の配置が偏っている

傾向があり、施設に通うことが困難な地区があることも指摘された。 
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(2) 解決すべき課題 

子ども部会では、宮前区における乳幼児をめぐる現状について検討した結果、 

解決すべき最優先課題として、以下の 3つの課題を取り上げた。 

 

課題１：子育て情報の収集・発信 

 真に必要とされている支援の把握 

子育てに関しては、市などにより様々な施策が展開されている。しかし、子育

てに対するストレスや環境の不満といったアンケートの結果や、虐待相談件数が

増加しているなどの現状からも明らかなように、子育ての現場で真に必要とされ

ている支援が充分に把握されていないとも考えられる。 

今、子育てをしている世代の母親を巻き込み、生の声を得るための積極的な施

策が必要である。 

 

 相談先等、子育て情報の充分な提供 

宮前区内で行われている様々な子育て支援事業や子育てに関連する市民活動

などの情報が、それらを必要としている対象者に充分に届いていない。 

特に子育てに関する悩みの相談先の周知、相談しやすい雰囲気づくりが強く求

められている。また、宮前区に多い転入者への情報提供や、町内会等自治会組織

を通じた情報提供を意識的に展開していく必要がある。 

 

 世代間ギャップの解消 

子育てをめぐる環境の変化や、親の世代からの子育ての伝承がうまくなされて

いないことから、昔は当たり前とされていたことが、今はそうでなくなっている

ことがある。子育てに対する考え方、価値観のギャップが世代間の子育てにおけ

る協力関係を難しくしている一面があり、母親が孤立化する一因ともなっている。 

孤立する母親を少なくし、育児ストレスを軽減させるために、世代間交流によ

る相互理解や子育てに関する情報交換の場を提供する必要がある。 

 

課題２：子育てにおける場の確保 

子育てにおける様々な問題を解決する場としての、親子の居場所づくりが最優

先の課題であり、子育ての現場からの最も大きな声であることが、繰り返し指摘

された。 

新たな場の開拓だけでなく、既存の子育て施設や公園施設の有効活用など、多

様な場を確保し、既存の資源を最大限に活用していく必要がある。 

また、これらの場が当事者にとってより身近にあることが重要であり、小学校

単位程度の歩いていける範囲を目安に場を設置していく必要がある。 
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課題３：地域による子育てサポートの充実 

 新たな担い手の育成 

宮前区では以前から住民による子育てに関するグループやサークルが自主的

な活動を続けてきているが、近年担い手が固定化、高齢化する傾向があり、活動

が疲弊している団体も見られる。 

新たな担い手の発掘や育成と合わせて、子育ての現場である地域の中で、リー

ダーシップを発揮したり、コーディネーター的役割を果たす人材が強く求められ

ている。 

 

 子どもの成長に応じた親の育児力の向上 

孤立化したり、育児に関するストレスを溜めてしまっている中で、育児の基礎

的な知識に欠けていたり、また逆にマニュアル等の偏った情報に頼るあまりに、

必要以上にある事柄に神経質だったりと、ゆとりの無い子育てをしている母親の

存在がある。 

子どもにとって最も身近な大人で当事者である親が、子どもの成長に応じた育

児力をつけ、各家庭の中で、よりしっかりした子育てを行うことが重要であり、

そのための講座やカリキュラムの拡充などが求められている。 
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平成 18 年度野川南台地区コミュニティ交通導入に係る取組について 

 
１ 目 的  

野川南台地区おいては、地域住民が主体的となってコミュニティ交通導入に向けた取

組を行っており、川崎市及び宮前区では、こうした取組に対し技術的支援等を行ってい

る。 

平成 18 年度は、持続性のあるコミュニティ交通の実現可能性を検証することを目的

として、テスト走行、試行運行（１ヶ月）やアンケート調査等を実施し、その結果を分

析・評価した。 

 

２ 実施内容 

日 付 実    施    内    容 

4 月～  
運行システムの検討 
 運行ルート、運行方式等を複数案を設定したうえで、それぞれ、利用
のしやすさ、安全性、事業採算性等について検討する。 

8 月 
21･23･25 日 

テスト走行の実施 
 試行運行の実施にあたっての基礎データを得るため、ワゴン車（8 人
乗り）により５日間のテスト走行を実施する。 

9 月 アンケート調査の実施（回収 448 票） 

9～10 月 
試行運行計画の作成 
 テスト走行の結果を踏まえ、運行ルート、停留所、運行スケジュール、
運転手の確保方法等について検討し、実施計画書を作成する。 

10 月 南台団地全戸に試行運行に係る案内チラシを配布等の広報を実施する。

11 月 6 日～ 
12 月 1 日 

試行運行の実施 
 本格運行の実現可能性の検証に必要な基礎データを得るため、ワゴン
車（10 人乗り）により約 1 ヶ月間の試行運行を実施する。 

12 月 アンケート調査の実施（回収 651 票） 

12～2 月 
評価・分析 
 アンケート等による評価を踏まえ、試行運行計画書の問題点の抽出等
と本格運行に向けての取組体制等の整理をする。 

3 月 報告書作成 

※ 利用ニーズや過去の調査結果等を踏まえ、協議会において運行システムを検討した

結果、路線免許を取得しない運行形態を選択した。 

 
３ 分析・評価の概要 

(1) 試行運行の結果、一定以上の利用ニーズがあることが確認できた。また、約１ヶ月

の短期間であったため、急に生活パターンを変えられない人がいたことなど、高齢者

を中心に潜在需要があると考えられる。  
(2) 今後の本格運行に向けて、さらに長期間の試行運行を実施し、利用ニーズに応じた

運行システムや持続的な運行を可能とする仕組みなどを検討していく必要がある。  
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平成 18 年度野川南台地区コミュニティ交通導入に係る取組の概要 

平面図 案内図 

 

武蔵新城

武蔵中原 

JR 南武線 

東急田園都市線 

武蔵溝ノ口 

梶ヶ谷 
宮崎台 

宮前平 

鷺沼

尻手黒川線

中原街道 

第三京浜 

野川南台 

■野川南台地区の状況 

地理的状況等  
 野川南台地区は、県営野川南台団地を中心とする高台の住宅地で、中原街道（主要地

方道丸子中山茅ヶ崎線）の山崎交差点から西側約 500ｍの位置にある。 

 中原街道から同地区までのアクセス道路は、平均幅員 6.3ｍ、勾配 13％（高低差約 35

ｍ）の急な坂道になっている。 

 近年、同地区では高齢化が急速に進んでいる。 

 同地区周辺には商業店舗や医療施設がほとんどないため、高齢者をはじめ自転車や徒

歩以外に移動手段がない人にとっては、日常生活に必要な移動が困難となっている。 

 鉄道駅へのアクセスは路線バスを利用することになるため、山崎バス停や久末バス停

までの坂道を歩く人が多い。  
これまでの経過  
 同地区では古くから、新たな交通手段の導入の要望があり、過去には中型バスを使用

したテスト走行なども実施されたが、いずれも走行環境や持続性に課題があるとして、

実現に至らなかった。 

 平成 17 年２月には、県営野川南台団地自治会が中心となって「南台コミュニティ交通

導入推進協議会」が設立され、市と協働しながらコミュニティ交通の導入に向けた取

組を進めている。 
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■進め方 

 次の手順で実施した。  
 

 
 
 
 

テスト走行の実施計画策定  

テスト走行の実施  

試行運行の実施計画策定  

アンケート調査  

分析・評価  

試行運行の実施  

事前アンケート調査  

①テスト走行の実施 

試行運行の実施計画策定にあたり、定時性や

安全性の確保のための走行環境の把握を主な

目的として、平成 18 年８月 21 日(月)、23 日

(水)、25 日(金)に実施した。 

②事前アンケート調査の実施 

運行システムを検討するにあたり、利用ニー

ズを把握するため、９月中旬に実施した（回収

448 票）。 

※当初、２つの走行ルート案があったが、①

及び②の結果等により、第２ルートに決定

した。 

③ 試 行 運 行 の 実 施 と ア ン ケ ー ト 調 査 に よ る 分

析・評価 

  11 月６日(月)～12 月１日(金)の４週間（運

行は 12 日間）で試行運行を実施し、利用実績

及びアンケート調査により、本格運行に向け

た可能性を分析・評価した。 

●実施手順 

■概算需要 

事前アンケート調査では、回答者 448

票の約 56％に利用の意向があった。 

利用頻度を考慮すると、１週間の利用

者は約 190 人～340 人と予測。 

（「１週間のうち１日以上利用」の回答を１

日と２日で想定） 

■採算性 

  概算需要を踏まえ、選択可能な運行シ

ステムを検討した結果、乗合タクシーに

よる運行は、採算性が低いと判断された。

※乗合タクシーにおいて、１運行あたり

10 人が乗車した場合、運賃が 370 円と

なる。 

■運行システム 

  持続可能な運行形態とするため、地域

で支え合う仕組みとして、「ボランティア

による輸送」を選択した。 

 

 
利用頻度

1月のうち1回
程度
4%

1週間のうち1日
以上
53%

1月のうち2～3
回程度

29%

わからない
14%

1月のうち1回程度

1月のうち2～3回程度

1週間のうち1日以上

わからない

 
試行運行ルートの利用希望

利用したい
56%

わからない
17%

利用しない
20%

不明
7%

利用したい

利用しない

わからない

不明

 
乗降したい場所（複数回答）
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野川郵便局

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ川崎野川くぬぎ坂店
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■試行運行実施計画の概要 

①運行日：平成 18 年 11 月６日(月)から 12 月１日(金)までの 

月・水・金曜日（計 12 日間） 

②運行時間帯：９時台～16 時台（１日 11 本運行）（ただし、12 時台は運行せず） 

③運行者：県営野川南台団地自治会（南台コミュニティ交通導入推進協議会） 

④運転者：ボランティア運転手 

⑤使用車両：乗客定員９名の車両１台（ワンボックスカー） 

 ⑥走行ルート（テスト走行時の第２ルート） 

   近隣のスーパーマーケット、郵便局、路線バスの主要な停留所の利用を考慮して

乗降場所を設置した。全ての乗降場所について、安全確保の観点から商業店舗など

の駐車場を提供してもらった（乗降場所５ヶ所、走行距離約 3.8 ㎞）。 

■試行運行の結果（利用者数） 

 ・12 日間の延べ利用者は 863 人、1 日あたり平均 72 人、1 便当り 6.5 人。 

・日を追うごとに利用者は増加傾向。 

 ・第６便（13 時発）の利用者が最も多く、第９便（15 時発）以降はやや少ない。 

・乗降場所は、野川郵便局が最も多い（降車場所の約 67％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 乗降場所ごとの利用者数（人）
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■分析・評価 

 ・試行運行の結果、一定以上の利用ニーズがあることを確認できた。さらに、約

１ヶ月の短期間であったため、急に生活パターンを変えられない人がいたこと

など、高齢者を中心に潜在需要があると考えられる。  
 ・本格運行に向けては、さらに長期間の試行運行を実施し、利用ニーズに応じた

運行システムや持続的な運行を可能とする仕組みなどを検討していく必要が

ある。  

■アンケート調査の結果 

・回答は 651 票で、60 歳以上が 70％を占めている。 

①利用した人・頻度 

 ・利用した人は、全体の約 27％であるが、70 歳以上は約 41％と多い。 

 ・利用頻度は、３～４回（１週間に 1 回程度）以内が約 80％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運行内容について（利用者を対象） 

・ 運行本数、運行時間帯は、約 70％の人が「このままで良い」と回答している。

・ 運行日（曜日）、運行日数、乗降場所については「変更してほしい」との希

望がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部で何日利用されましたか

７日以上
9%

２日
23%

３～４日
31%

５～６日
12%

１日
25%

運行日（月、水、金曜日）については、どのように思いますか

運行日数をもっと
増やしてほしい

21%

週２日でもよい
11%

今のままがよい
50%週３日でよいが、

曜日を変えてほし
い

16%

週１日でもよい
2%

乗降場所については、どのように思いますか

今の場所でよい
63%

運行ルート自体を
追加・変更してほし

い
22%

他に停車してほし
い場所がある

15%

 
利用しなかった理由はなぜですか

その他
15%運行ルートが自

分の生活パター
ンに合っていない

から
17%

自転車・徒歩で移
動できるから

34%

外出する必要が
ないから（又は外
出したくないから）

1%

このコミュニティバ
スは便利でない

から
4%

自動車で移動で
きるから

29%

③利用意向 

・ 今回利用した人全てが、「また利用した

い」と回答している。 

・ 今回利用しなかった人は、約 97％が試

行運行を認知していた。一方、利用し

なかった理由として、「自動車や徒歩な

どで移動できるから」が約 63％と最も

多く、「生活パターンに合わない」とい

う人も約 17％いた（70 歳以上では約

29％）。 

試行運行の期間中、実際に利用されましたか

利用した
27%

利用していない
73%













 

 

 

更新履歴

 

 

 

 

私が区長になってから、思ったこと、感じたこ

とをつづっています。 

2007年4月15日 

■神木とは？ 

2007年4月4日 

■中学生ボランティア『落書き戦隊ケ
スンジャー』 

2007年4月1日 

■第6回宮前区長杯争奪軟式野球大会が
開幕 

2007年4月1日 

■第11回を迎えた「ふる里さくら祭
り」 

2007年4月27日 

「区長の日記」更新しまし
た。 

2007年4月20日 

「区長の日記」更新しまし
た。 
「区長の動き」更新しまし
た。 

2007年3月26日 

「区長の日記」更新しまし
た。 

2007年3月8日 

「区長の日記」更新しまし
た。 
「区長の動き」更新しまし
た。 

2007年2月21日 

「区長の日記」更新しまし
た。 

2007年2月5日 

「区長の日記」更新しまし
た。 

2007年1月25日 

「区長の日記」更新しまし
た。 

2007年1月10日 

「区長の日記」更新しまし
た。 
「区長の動き」更新しまし
た。 

2006年12月27日 

「区長の日記」更新しまし
た。 
「区長の動き」更新しまし
た。 

区長の日記 過去一覧

2007年3月21日 

■渡邊一雄さんに団塊世代へ熱く語っていただきました 

2007年3月12日 

■読まれる！季節のあいさつ入り手書きの回覧 

2007年3月4日 

■川崎市民族芸能発表会に･･･ 

2007年2月26日 

1/4 ペー前区［こんにちは 宮前区長です］
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２００７年３月１日号

よろずシニア本舗・みやまえ開設 
＆３月２１日、講演会開催 
～毎週木曜シニアライフ相談を行います～ 

宮前区では、団塊世代の能力を地域で生かしてもらいたい

と、３月２２日からシニアライフ相談窓口「よろずシニア本

舗」を開設します。 

 ３月２１日、団塊世代をはじめ、シニアを対象とした講演

会を開催します。  

  
⇒詳しく読む 

講師 渡邊一雄 氏

◆新春コンサート実行委員

集 

◆新入学児童・園児を交通

故から守る運動 

◆国民健康保険運営協議会

員募集 

保健福祉センター 

◆禁煙講演会～グッバイ、

バコ～ 

◆女性のヘルスアップ教室

宮前市民館 

◆みやまえＪＡＭ2007 

 

・コミュニティー交通試行運行アンケート結果 

・4月1日からごみの収集日が変わります 

・3月25日（日）、4月1日（日）区役所窓口を一部臨時開庁します 

・区民会議コーナー～第4回会議について～ 
  ⇒３月21日、区民会議フォーラム開催～ 

・土橋2～4丁目は土橋小学校が投票所になります 

第160回 

日時/3月22日（木） 
１２：１０～１２：５０ 

会場/区役所２階ロビー 

出演/クラリネッテン・カメラ
ーデン（坂本和彦、白川

毅夫、横田揺子、稲垣征
夫、松本賢） 

曲目/歌劇「オベロン」より小

今月は休載します。

過去の掲載記事はこちらから 

・２００７年 ２月１日号 

・２００７年 １月１日号 

・２００６年 １２月１日号 

・２００６年 １１月１日号 

・２００６年 １０月１日号 

・２００６年 ９月１日号 

・２００６年 ８月１日号 

・２００６年 ７月１日号 

・２００６年 ６月１日号 

1/2 ペー前区［ＷＥＢ市政だより（宮前区版）］

2007/05/tp://www.city.kawasaki.jp/69/69kusei/home/websisei/websisei_200703.htm



平成 19 年 3 月 27 日 

宮 前 区 役 所 

～毎月 1日と 10日～ 

「宮前区子ども安全の日」を制定しました 

― 4 月 2日（月）宮前警察署前で出発式 ― 

１ 宣言 

  宮前区では、平成 19 年 3 月 16 日の宮前区安全・安心まちづくり推進協議会及び宮前

区子ども安全・安心協議会において、「宮前区子ども安全の日」（平成 19 年 4 月 1日から）

を制定しました。 

 

宮前区では、毎月 1 日と 10 日を「宮前区子ども安全の日」とします。 

 

制定の趣旨 

小学生を中心とした子ども達の登下校時等における安全を地域社会全体で確保する 

など、子ども達の日常生活の安全と住民が安全で安心して暮らせるまちづくりをめざ 

して、区内の各学校とその保護者、地域の関係団体並びに区民、事業者、警察及び行 

政が一体となった取組を積極的に推進します。 

  特に、学校区や地域ごとに登下校時のパトロールや見守りなどを無理なく持続する 

には、子ども達や学校関係者、保護者並びに地域の人たちが、お互いにあいさつを交 

わすなど、地域での声かけ交流が活発に展開されることが大切です。 

  「宮前区子ども安全の日」の制定を機に、各団体は子ども安全・安心に係る取組の 

連携を強めるとともに、着実に区民の連帯の輪を広げるため、不断の努力を誓います。 

安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けた取組に対する区民並びに関係する 

諸団体の一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

                    宮前区安全・安心まちづくり推進協議会 

                    宮 前 区 子 ど も 安 全 ・ 安 心 協 議 会 

                                 宮前区役所 

                                 宮前警察署 
 

 

２ 出発式（「子ども安全の日」宣言） 

4 月 2日（月）午前 11時～ 宮前警察署前 

・あいさつ・宣言（両協議会会長、警察署長、区長） 

・参加（両協議会、老人クラブ、わんわんパトロールの各代表、区役所職員等） 

・出発（パトカー、白バイ、青色回転灯車両等） 

 

３ 主な取組 

（１） 子ども安全の日を中心に、区民の子ども安全・安心に対する意識の高揚をめざした

啓発・普及の活動を行います。 

① 広報用チラシ（26,000 枚）、ポスター（800 枚）の作成、配付 

② 広報用テープ 20 本（公用車ほか） 

③ 青色回転灯付車両（公用車ほか） 

④ 懸垂幕（区役所） 

 



平成 19 年 3 月 27 日 

宮 前 区 役 所 

（２） 各地域や小学校区での取組の強化を図るとともに、可能な範囲で登下校時のパトロ

ールや見守りなどの活動を連携・協力することによって、区民に分かりやすい形で

参加と連帯を呼びかけます。 
 

４ 制定の理由（背景） 

区では、子ども達の安全・安心を確保するため平成 18年 3月に「区子ども安全・安心

協議会」（区安全・安心まちづくり推進協議会の部会）を設立し、従来からの交通安全や

防犯の取組に加え、区及び 17の小学校区単位での登下校時のパトロールや見守り活動等

を展開しています。 

また、神奈川県警察本部では、子どもを犯罪から守る防犯対策の推進のために、毎月 1
日（県民交通安全の日）並びに 10 日（「防犯の日」及び「女性・子ども相談の日」）を「子

ども安全の日」として設定しています。 
これらを踏まえて、区民の子どもの安全・安心に対する意識の高揚を図るとともに、

各地域や小学校区での子どもの安全・安心を確保する取組の一層の推進を図るため「宮

前区子ども安全の日」を制定します。 

[※注 毎月の 1 日及び 10 日の日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌々日又は翌

日の月曜日等とします。] 

 

５ 経過 
（１） 区子ども安全・安心協議会の設立と取組 

・ 平成 18 年 3 月 6 日（月）設立総会 

・ 平成 18 年 7 月 11 日（火）全体会議（活動計画、小学校区ごとの取組） 

・ 平成 18 年 10 月 26 日（木）小学校区子ども安全・安心協議会の連絡会議 

・ 平成 19 年 3 月 16 日（金）総会（活動計画、子ども安全の日の制定と取組） 

 

（２）小学校区子ども安全・安心協議会（立上げの会議等） 

・ 平成 18 年 5 月 15 日（月）向丘小学校 

・ 平成 18 年 6 月 8 日（木）平小学校、稗原小学校 

・ 平成 18 年 7 月 10 日（月）宮崎小学校、宮崎台小学校、土橋小学校 

・ 平成 18 年 7 月 12 日（水）富士見台小学校、犬蔵小学校、菅生小学校 

・ 平成 18 年 7 月 19 日（水）有馬小学校・西有馬小学校（合同）、白幡台小学校 

・ 平成 18 年 7 月 20 日（木）宮前平小学校 

・ 平成 18 年 11 月 9 日（木）鷺沼小学校 

・ 平成 18 年 11 月 14 日（火）野川小学校・西野川小学校・南野川小学校 

（地域教育会議で合同） 

 

 

 

 

[担当 こども総合支援担当：佐々木 内線６５７００] 



平成 18 年 11 月 21 日 

宮 前 区 役 所

～「宮前区安全・安心まちづくり推進協議会」の取組～

１ 環境改善の取組 

平成 18年 9月 23 日未明に発生した、JR 梶ヶ谷貨物ターミナル駅下トンネル内での殺人事件

に関して、「宮前区安全・安心まちづくり推進協議会」が実施したトンネルの緊急点検に基づ

く環境改善策をトンネル等の施設管理者に要望するとともに、区として、施設管理者と協議を

行い、トンネル及びその周辺における環境改善（別紙）に取り組み、宮前区の安全で安心なま

ちづくりを推進する。 

 

【取組の概要】 

・第二梶ヶ谷架道橋（事件発生現場） 

① トンネル内及び周辺の照明照度の向上 

② 地元中学生による壁画作成 

（落書き消しは企業によるボランティア、下地塗装はＪＲ貨物及びＪＲ東日本が実施） 

③ 歩道フェンス交換 

 

・第三梶ヶ谷架道橋 

① トンネル内の照明照度の向上 

② 地元中学生による壁画作成 

③ 歩道フェンス交換 

  

・東名高速道路高架下トンネル「川崎１」 

① 地元中学生による壁画作成（壁画作成に要する材料費等は中日本高速道路㈱が対応） 

② トンネル出入口の歩道確保 

③ トンネル周辺の照明照度の向上 

 

※ 今年度は、緊急性の高い事件発生現場である第二梶ヶ谷架道橋の環境改善及び各トンネ

ル内の照明環境の改善を行い、その他の環境改善については平成 19 年度に実施する予定

であり、壁画作成については、平成 19 年の夏休み期間中に実施する予定である。 

 

２ 「宮前区安全・安心まちづくり推進協議会」による申入れ

協議会では、区内 12 箇所のトンネル等の安全点検を実施（9 月 29 日）し、その点検結果に

基づくトンネル等の安全対策について近隣の町内会・自治会を加えた拡大役員会で検討し、次

のとおりトンネル等の施設管理者に対して、トンネル内及び周辺の環境改善の要望を申入れた。 

【申入れ先】 

・中日本高速道路株式会社横浜支社   11 月 2 日 (木) 

・東日本旅客鉄道株式会社横浜支社   11 月 7 日 (火) 

・日本貨物鉄道株式会社関東支社    11 月 9 日 (木) 

 

 

問い合わせ先：宮前区役所地域振興課 橋本 

TEL 044－856－3104 

FAX 044－856－3119 



緊 急 点 検 に 基 づ く ト ン ネ ル 及 び 周 辺 の 環 境 改 善

１　実施内容

第二梶ヶ谷架道橋（事件現場）

トンネル内照明照度向上 水銀灯増設

トンネル内環境整備 壁面フェンス撤去

壁画作成準備 壁面洗浄（フジクス株式会社）

下地塗装（JR貨物・JR東日本）

歩道フェンス交換

清掃活動用具準備（近隣町内会・自治会等の清掃活動用）

トンネル周辺環境整備

第一梶ヶ谷架道橋

トンネル内照明照度向上 水銀灯新設（第一梶ヶ谷架道橋脇）

昼間の点灯（実施済）

第三梶ヶ谷架道橋

トンネル内照明照度向上 水銀灯増設

第四梶ヶ谷架道橋

トンネル内照明照度向上 水銀灯増設

第二梶ヶ谷架道橋（事件現場）

トンネル内の環境整備 壁画作成 野川中学校生徒による壁画作成

歩道洗浄

第三梶ヶ谷架道橋

トンネル内環境整備 壁画作成 壁面洗浄・下地塗装

宮崎中学校生徒による壁画作成

歩道フェンス交換

第六梶ヶ谷架道橋

側道閉鎖 フェンスによる閉鎖

東名高速道路高架下トンネル「川崎１」

トンネル内歩道環境改善 壁画作成 壁面洗浄等（NEXCO中日本）

犬蔵中学校生徒による壁画作成

トンネル出入口の歩道確保（水路の蓋かけとフェンスの移設）

トンネル周辺環境改善 防犯灯の照明照向上（鷺沼側出入口側道３灯）

防犯灯新設（犬蔵側出入口部分１灯）

平成１８年度

平成１９年度

防犯灯の照明照度向上（第一梶ヶ谷架道橋～第二梶ヶ谷架道橋間９灯）



 

 

  

第二梶ヶ谷架道橋（事件現場） 

２ 壁画作成

１ 照明照度向上

３ 歩道フェンス交換

第三梶ヶ谷架道橋 

３ 歩道フェンス交換

２ 壁画作成 

尻手黒川道路 

梶ヶ谷貨物 
ターミナル駅 

第一梶ヶ谷架道橋 

至 

野
川 

至 宮前平 

トンネル緊急点検に基づく主な環境整備 No.1 

（第一梶ヶ谷架道橋～第二架道橋間） 

防犯灯を高機能防犯灯に交換 

１ 照明照度向上

４ トンネル周辺環境の整備 



 

東名高速道路高架下トンネル「川崎１」 第六梶ヶ谷架道橋 

２ 犬蔵側出入口の歩道確保 

１ 壁画作成 

２ 側道閉鎖 

１ 側道閉鎖 

馬
絹
交
差
点 

トンネル緊急点検に基づく主な環境整備 No.2 

犬
蔵
交
差
点 

東
名
川
崎
イ
ン
タ
ー 

①

② 

③ 

３ 犬蔵側出入口部分に防犯灯新設 

尻手黒川道路 

尻手黒川道路 

至 宮前平 



平成 19年 2 月 16 日 

記 者 発 表 資 料 

 

  

 
昨年 11 月 26 日（日）に魅力あるまちづくりに向けた取組の１つとして、市民クラブである川崎フロ

ンターレが実施した「宮前区から等々力陸上競技場までの Jリーグ観戦チケット付き応援バスツアー」

を積極的に支援したが、市民から好評を得たので、2007 年Ｊ1リーグでは、宮前区のほか、さらに麻生

区からのバス運行を実施し、川崎フロンターレと協働して魅力ある宮前区・麻生区をアピールしていく。 

 

１ 実施日 

№ 日 付 対戦相手 キックオフ 
宮前号 

宮前平発

麻生号 

新百合発
募集開始 〆切 

１ 3/3（土） 鹿島 15：00 13：00 実施なし 2/11 2/24 

２ 5/6（日） FC 東京 16：00 14：00 13：30 4/14 4/29 

３ 6/23（土） 磐田 15：00 13：00 12：30 4/14 6/15 

４ 8/15（水） 横浜 FM 未定 ― ― ― ― 

５ 8/25（土） G 大阪 未定 ― ― ― ― 

６ 11/10 or11 浦和 未定 ― ― ― ― 

＊募集人数：各バス 50名（応募多数抽選）最少催行人員（35 名）に満たない場合はツアー中止 

 

２ ツアー内容 

大型観光バスによる宮前区及び麻生区から等々力陸上競技場までの J1 リーグ・川崎フロンターレ

ホームゲーム観戦チケット付き応援バスツアー（バス内、ビンゴ大会開催） 

宮前区：宮前平駅⇔等々力競技場 

麻生区：新百合ケ丘駅⇔等々力競技場 

※3 月 3 日は宮前区のみ実施。その他は宮前区・麻生区から各 1台で実施 

 

３ 主催等 
 (1) 主催：川崎フロンターレ 

 (2) 共催：宮前区役所・麻生区役所 

 

４ 協力内容 

 (1) 宮前区・麻生区ホームページによる広報 

 (2) 宮前区地域ポータルサイト「みやまえぽーたろう」による広報 

 (3) 「ガンバレ！フロンターレ」（市ＨＰ）による広報（シティセールス・広報室と連携） 

５ 費 用 

J1 リーグ・ホームゲーム 

観戦チケット付き応援バスツアー 

宮前区・麻生区から等々力陸上競技場へ直行便バス運行 



平成 19年 2 月 16 日 

記 者 発 表 資 料 

 【宮前号】                【麻生号】 

 

 

 

 

 

 
※料金は往復貸切バス代、乗務員経費、観戦チケット（ホーム・Ａゾーン席）、諸税を含む 
※未就学児は無料・座席なし 
※すでにチケットをお持ちの方は宮前号 1200 円（大人・小中共通）、麻生号 1500 円で利用可能 
 

６ 申 込 

 (1) 応募方法：必要事項をＦＡＸまたは Eメールで応募 

 (2) 必要事項：希望チケット（券種・枚数）、氏名（ふりがな）、性別、年齢、郵便番号、住所、 

電話番号（当日緊急時）、後援会番号（入会者のみ）、希望するバス（宮前号・麻生号）、 

Ｅメールアドレス（ＰＣ用）、等々力での試合観戦回数（ありの場合は回数） 

 (3) 申 込 先：ＦＡＸ：０４４－８１３－８６１９ Ｅ-mail :info@frontale.co.jp 

 (4) 問合せ先：川崎フロンターレ「観戦チケット付き応援バスツアー」係 

０４４－８２９－３０１１  

詳しくはフロンターレＨＰ⇒http://www.frontale.co.jp/ 

 

 

 

 

問合せ先  

宮前区役所総務企画課企画調整担当 

  ℡ 044-856-3133 内線(65122) 

麻生区役所総務企画課企画調整担当 

  ℡ 044-965-5117 内線(67120) 

区 分 種 別 料 金 
会 員 ３，０００円 

大 人 
一 般 ３，４００円 
会 員 １，７００円 

小・中 
一 般 ２，０００円 

区 分 種 別 料 金 
会 員 ３，３００円 

大 人 
一 般 ３，７００円 
会 員 ２，０００円 

小・中 
一 般 ２，３００円 




